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平成２７年松茂町議会第２回定例会会議録 

 

平成２７年６月８日（第１日目） 

 

○議事日程（第１号） 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定について 

 日程第３ 報告第 ２号 松茂町土地開発公社平成２７年度事業計画及び予算並びに平

             成２６年度決算に関する書類の提出について 

 日程第４ 報告第 ３号 平成２６年度松茂町一般会計繰越明許費繰越計算について 

 日程第５ 報告第 ４号 平成２６年度松茂町水道特別会計予算繰越計算について 

 日程第６ 報告第 ５号 平成２６年度松茂町水道特別会計継続費繰越計算について 

 日程第７ 報告第 ６号 専決処分の報告について 

         専決第 ２号 長原地区下水道工事その８変更請負契約締結について 

         専決第 ３号 工業団地下水道工事その２変更請負契約締結について 

 日程第８ 承認第 １号 専決処分の承認を求めることについて 

         専決第 ４号 松茂町税条例等の一部を改正する条例 

         専決第 ５号 松茂町国民健康保険条例の一部を改正する条例 

         専決第 ６号 松茂町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

         専決第 ７号 子ども・子育て支援法第８７条の規定による過料に関 

                する条例の一部を改正する条例 

         専決第 ８号 平成２６年度松茂町一般会計補正予算（第７号） 

         専決第 ９号 平成２６年度松茂町公共下水道特別会計補正予算 

                （第５号） 

         専決第１０号 平成２６年度松茂町水道特別会計補正予算（第４号） 

 日程第９ 議案第３９号 徳島県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減 

             少に伴う徳島県市町村総合事務組合規約の変更について 

 日程第10 議案第４０号 平成２７年度松茂町一般会計補正予算（第１号） 

 日程第11 議案第４１号 平成２７年度松茂町介護保険特別会計補正予算（第１号） 
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 日程第12 議案第４２号 平成２７年度松茂町水道特別会計補正予算（第１号） 

 日程第13 発議第 ７号 議員派遣の件 
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平成２７年松茂町議会第２回定例会会議録 

第１日目（６月８日） 

                                         

午前１０時００分開会  

○議会事務局長【古川和之君】  ただいまから平成２７年松茂町議会第２回定例会の開

会をお願いいたします。 

 まず初めに、春藤議長からご挨拶がございます。 

○議長【春藤康雄君】  おはようございます。第２回定例会の開会にあたり一言ご挨拶

を申し上げます。 

 議員各位におかれましては、公私まことにご多忙のところ、ご出席賜り、厚くお礼を申

し上げます。 

 さて、本定例会に提出をされております上程議案につきましては、後ほど広瀬町長から

説明がありますが、議員各位におかれましては、円滑に議事を進められ、適正、妥当な議

決に達せられますよう切望してやまない次第でございます。向暑のみぎり各位には十分御

自愛のうえ、諸般の議事運営にご協力を賜りますようよろしくお願いを申し上げまして、

開会のご挨拶とさせていただきます。 

                                         

○議長【春藤康雄君】  ただいまの出席議員は１２名で、地方自治法第１１３条による

定足数に達しております。よって、平成２７年松茂町議会第２回定例会は成立をいたしま

した。 

 ただいまから平成２７年松茂町議会第２回定例会を開会いたします。 

                                         

○議長【春藤康雄君】  広瀬町長から招集のご挨拶があります。 

 広瀬町長。 

○町長【広瀬憲発君】  皆さん、おはようございます。梅雨に入りまして毎日どんより

とした曇り空が続いておりますが、そして、また、湿度が高くなっており、議員の皆さん

方には体調管理の方をしっかりとやっていただきまして、町民のために審議、しっかりと

お願いいたしたいと思います。 

 さて、本日、平成２７年松茂町議会第２回定例会の招集をお願いいたしましたところ、
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議員各位には、公私とも大変お忙しい中、全員のご出席を賜りましてありがとうございま

す。本定例会に上程をいたします案件は、報告５件、承認１件、議案が４件、合計１０案

件となっております。どうか十分にご審議をいただきまして、全案件が可決決定を賜りま

すようお願いをいたしまして、招集のご挨拶といたします。 

                                         

○議長【春藤康雄君】  これから、本日の会議を開きます。 

 日程に入るに先立ちまして、諸般の報告を行います。監査委員から毎月実施した月例出

納検査の結果、各会計とも収支適正であると認められますと議長宛てに報告書が提出され

ておりますので、ご報告をさせておきます。 

 日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。 

 本会期の会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定により、議長において、３番板

東議員、及び４番立井議員を指名いたします。 

                                         

○議長【春藤康雄君】  日程第２、「会期の決定について」を議題といたします。 

 お諮りをいたします。 

 今期定例会の会期は、６月８日から６月２２日までの１５日間としたいと思います。こ

れにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【春藤康雄君】  異議なしと認めます。 

 よって、会期は６月８日から６月２２日までの１５日間に決定をいたしました。 

                                         

○議長【春藤康雄君】  日程第３、報告第２号「松茂町土地開発公社平成２７年度事業

計画及び予算並びに平成２６年度決算に関する書類の提出について」から、日程第７、報

告第６号「専決処分の報告について」までの報告５件を一括して議題といたします。 

 広瀬町長から発言を求められておりますので、これを許します。 

 広瀬町長。 

○町長【広瀬憲発君】  それでは、私の方から提案理由の説明を申し上げます。 

 報告第２号、松茂町土地開発公社平成２７年度事業計画及び予算並びに平成２６年度決

算に関する書類の提出につきましては、地方自治法第２４３条の３、第２項の規定により

議会に報告をするものでございます。 
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 平成２６年度の松茂町土地開発公社の事業決算でございますが、用地の取得、売却とも

ございませんでした。土地の管理のみの決算となっております。平成２７年度の松茂町土

地開発公社の予算といたしましては、用地の取得、売却とも計画はありませんので、管理

費のみを計上いたしております。これらの公社の予算及び決算につきましては、４月７日

開催の松茂町土地開発公社理事会においてご承認をいただいているところでございます。 

 次に、報告第３号、平成２６年度松茂町一般会計繰越明許費繰越計算につきましては、

地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により、議会に報告をするものでございます。 

 平成２６年度事業のうち事業の執行状況により地方創生先行型事業において１,９２０

万円、地域消費喚起型事業において１,５６０万円、番号制度対応システム改修事業にお

いて２,１１０万円、都市計画基礎調査分析事業において３０万４千円、合併処理浄化槽

整備事業において１３７万４千円、民間建築物耐震化支援事業において８１３万３千円、

消火栓設置事業において１２２万６千円を平成２７年度に繰り越しをして事業を実施する

ものであります。 

 次に、報告第４号、平成２６年度松茂町水道特別会計予算繰越計算につきましては、地

方公営企業法第２６条第３項の規定により、議会に報告をするものであります。 

 資本的支出の建設改良費で平成２６年度から３,３８２万円を平成２７年度へ繰り越し

して事業を実施するものであります。 

 次に、報告第５号、平成２６年度松茂町水道特別会計継続費繰越計算につきましては、

地方公営企業法施行令第１８条の２第１項の規定により、議会に報告をするものでありま

す。 

 上水道拡張第１期事業の継続費で平成２６年度から２億９,１３０万４千円を平成２７

年度へ繰り越しをして事業を実施するものであります。 

 続きまして、報告第６号、専決処分の報告につきましては、地方自治法第１８０条第１

項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第２項の規定により議会に報告をする

ものであります。 

 まず、専決第２号、長原地区下水道工事その８変更請負契約締結につきましては、平

成２６年６月２０日の定例会において契約議決をいただき執行し、平成２７年３月２５日

に竣工をいたしております。 

 今回の変更の主なものは、下水道事業の施工において、個人宅の公共汚水ますの位置変

更に伴い、施工延長並びに家屋調査件数が減少したことに伴う契約金額の減額であります。 
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 次に、専決第３号、工業団地下水道工事その２変更請負契約締結につきましては、平

成２６年６月２０日の定例会において契約議決をいただき執行し、平成２７年３月２５日

に竣工をいたしております。 

 今回の変更の主なものは、下水道工事の施工において、埋設構造物が障害となり推進延

長に変更が生じたことに伴う契約金額の増額であります。 

 この後、担当から詳細説明をいたしますので、よろしくお願いをいたします。 

○議長【春藤康雄君】  町長の提案理由の説明は終わりました。 

 担当職員の詳細報告、報告第２号、第３号、第４号、第５号、第６号の順番に求めます。 

 大迫総務課長。 

○総務課長【大迫浩昭君】  それでは、報告第２号と報告第３号のうち総務課所管分に

つきましてご報告を申し上げます。議案書の１ページをお開きください。 

 報告第２号、松茂町土地開発公社平成２７年度事業計画及び予算並びに平成２６年度決

算に関する書類の提出について。地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、松茂町

土地開発公社平成２７年度事業計画及び予算並びに平成２６年度決算に関する書類を別紙

のとおり議会に提出するというものでございます。 

 議案書の２ページをご覧ください。 

 まず、平成２６年度収入支出決算資金運用書でございますが、収入では、前年度からの

繰越金が決算額４４８万４,７５５円でございます。事業収入及び借入金はございません

でした。事業外収入では、利息収入が決算額１,０３４円で収入合計は４４８万５,７８９

円でございます。 

 次に、支出でございますが、借入金償還金は、事業がないためございませんでした。 

 事業費では、土地取得費及び土地造成費はございませんでした。 

 一般管理費で７万８,６４０円の決算額でございますが、これは、開発公社が所有して

おります広島字北川向地区の土地管理のための除草剤購入費８,６４０円と法人町県民

税７万円でございます。事業外費用及び予備費の決算額はゼロでございます。翌年度繰越

金が決算額４４０万７,１４９円となり、支出合計額は４４８万５,７８９円でございます。 

 次に、３ページの貸借対照表でございますが、平成２７年３月３１日現在の状況をあら

わしたものでございます。資産の部では、流動資産といたしまして、現金及び預金

が４４０万７,１４９円。公有用地が３ ,６９３万４ ,５５０円であり、資産合計

は４,１３４万１,６９９円でございます。 
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 次に、負債の部でございますが、松茂町土地取得特別会計からの長期借入金

が１,２００万円ございます。これは、先ほどの北川向地区用地を購入する際に借り入れ

したものでございます。 

 次に、資本の部でございますが、基本財産が３００万円で基本金合計は３００万円でご

ざいます。準備金では、前期繰越準備金が２,６４１万９,３０５円、当期利益がマイナス

の７万７,６０６円で準備金合計は２,６３４万１,６９９円でございます。したがいまし

て、資本合計は２,９３４万１,６９９円、負債及び資本合計が４,１３４万１,６９９円で

ございます。 

 続きまして、損益計算書でございますが、これは、１年間の収支をあらわしております。

事業収益及び事業原価はゼロでございます。次に、販売費及び一般管理費でございますが、

さきにご説明いたしました土地管理のための除草剤購入費、法人町県民税合わせて７

万８,６４０円でございます。次に、事業外収益は、受取利息の１,０３４円となっており、

当期利益はマイナスの７万７,６０６円となっております。 

 次に、４ページをご覧ください。 

 米田監事及び南東監事からいただきました決算審査意見書であります。 

 以上が平成２６年度決算の状況であります。 

 続きまして、平成２７年度松茂町土地開発公社予算についてご説明いたします。５ペー

ジをご覧ください。 

 第１条の総則以下、公社の予算の概要をお示ししたものでございます。説明の都合

上、６ページの平成２７年度収入支出予算資金計画書によりご説明をさせていただきます。 

 まず、収入でございますが、前年度繰越金は４４０万７千円でございます。事業収入は、

土地売却収入及び土地造成収入とも目の設定のみで千円といたしております。次に、借入

金につきましても、目の設定のみで千円。事業外収入では、利息収入として千円を見込ん

でおり、収入合計は４４１万１千円を見込んでおります。 

 続きまして、支出でございますが、借入金償還金は目の設定のみで千円といたしており

ます。次に、事業費でございますが、土地取得費及び土地造成費は、ともに目の設定のみ

で千円。一般管理費で公有用地の管理費及び法人町県民税などで５０万円を計上いたして

おります。事業外費用では、支払利息で目の設定のみの千円といたしております。予備費

に５０万円、繰越金として３４０万７千円を計上いたしまして、支出合計も収入合計と同

額の４４１万１千円といたしております。 
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 以上、報告第２号、松茂町土地開発公社平成２７年度事業計画及び予算並びに平成２６

年度決算に関する書類の提出についての報告とさせていただきます。 

 続きまして、報告第３号のうち、総務課で所管をいたします２件に加え、国の平成２６

年度補正予算において新たに創設されました「地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付

金」を活用して実施いたします「地方創生先行型事業」３件と「地域消費喚起型事業」１

件につきまして、交付金担当課でございます総務課におきましてご報告をさせていただき

ます。 

 議案書の７ページをご覧ください。 

 報告第３号、平成２６年度松茂町一般会計繰越明許費繰越計算について、地方自治法施

行令第１４６条第２項の規定により、平成２６年度松茂町一般会計繰越明許費繰越計算に

ついて、別紙のとおり報告するというものでございます。 

 議案書の８ページをご覧ください。 

 平成２６年度松茂町一般会計繰越明許費繰越計算書でございます。なお、関連いたしま

す事項別明細書につきましては、歳入を１０ページ、歳出を１１、１２ページにお示しし

てございますので、あわせてご参照ください。 

 ８ページ上段の款５、総務費、項１、総務管理費、地方創生先行型事業におきまして

は、１,３３０万円を平成２７年度に繰り越しをいたしました。繰り越した財源の内訳は、

国庫支出金１,１００万円、一般財源２３０万円でございます。この事業は、冒頭に申し

上げました、国の交付金を活用して実施する新規事業でございまして、この交付決定が平

成２７年３月であったため、予算を平成２７年度に繰り越ししたものでございます。 

 事業内容といたしましては、松茂町の将来人口等について分析・推計し、これをあらわ

します総合戦略計画の策定や、災害時の子ども用の備蓄物資を購入するものでございます。 

 次の行をご覧ください。 

 同じく款５、総務費、項１、総務管理費の番号制度対応システム改修事業におきまし

て２,１１０万円を平成２７年度に繰り越しをいたしました。繰り越した財源の内訳は、

全額一般財源でございます。この事業は、平成２８年１月にスタートするマイナンバー制

度に対応するため既存システムの改修を行うものでございますが、システム改修に必要な

国からの仕様提示が遅れているため、当該予算を平成２７年度に繰り越ししたものでござ

います。 

 次の行をご覧ください。 
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 款１５、衛生費、項１、保健衛生費、地方創生先行型事業におきまして９０万円を平

成２７年度に繰り越しをいたしました。繰り越した財源の内訳は、国庫支出金７０万円、

一般財源２０万円でございます。この事業も、国の交付決定が平成２７年３月であったた

め、予算を平成２７年度に繰り越したもので、事業内容といたしましては、特定不妊治療

を受ける方に対して助成を行うものでございます。 

 次の行をご覧ください。 

 款２０、農林水産業費、項１、農業費、地方創生先行型事業におきまして５００万円を

平成２７年度に繰り越しをいたしました。繰り越した財源の内訳は、国庫支出金４３０万

円、一般財源７０万円でございます。この事業も、国の交付決定が平成２７年３月であっ

たため、予算を平成２７年度に繰り越したもので、事業内容は、農業の新たな特産品開発

を行うものでございます。 

 次の行をご覧ください。 

 款２５、商工費、項１、商工費、地域消費喚起型事業におきまして１,５６０万円を平

成２７年度に繰り越しをいたしました。繰り越した財源の内訳は、国庫支出金１,２００

万円、一般財源３６０万円でございます。この事業も、国の交付決定が平成２７年３月で

あったため、予算を平成２７年度に繰り越したもので、事業内容は、本年４月に徳島県下

で発行されました、阿波とくしま商品券の負担金や、８月に発行予定の松茂地域通貨ＹＯ

ＵＫの負担金でございます。 

 次に、議案書の９ページをご覧ください。 

 款３５、消防費、項１、消防費、消火栓設置事業におきまして１２２万６千円を平

成２７年度に繰り越しをいたしました。繰り越した財源の内訳は、全額一般財源でござい

ます。この事業は、県道空港線の西延伸事業にあわせて、歩道部分に設置する予定であり

ました消火栓３基につきまして、設置予定箇所の工事施工が遅れたことに伴いまして平

成２７年度に繰り越しをいたしたものでございます。 

 以上、総務課が所管いたします繰越明許費の報告とさせていただきます。よろしくお願

いいたします。 

○議長【春藤康雄君】  井上建設課長。 

○建設課長【井上雅史君】  引き続きまして、私から報告第３号のうち建設課で所管を

いたします２件の繰越明許費繰越計算書についてご報告させていただきます。引き続き、

議案書の８ページをご覧ください。 
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 款３０、土木費、項１５、都市計画費、都市計画基礎調査分析事業におきまして３０

万４千円を平成２７年度に繰り越しをいたしました。繰り越した財源の内訳は、全額一般

財源でございます。この事業は、おおむね５年ごとに実施する都市計画に関する基礎的な

数値の現況と将来の見通しについて、必要な調査を県に委託をいたしております。県にお

いて、調査に必要なデータの作成に不測の日数を要することとなったため繰り越したもの

でございます。なお、業務の完了は本年７月末を予定いたしております。 

 続きまして、下段の項２０、住宅費、民間建築物耐震化支援事業におきまして８１３

万３千円を平成２７年度に繰り越しをいたしました。繰り越した財源の内訳は、国県支出

金５５２万３千円及び一般財源２６１万円でございます。この事業は、建築物の耐震改修

の促進に関する法律により、要緊急安全確認大規模建築物として指定された民間建築物に

対して耐震診断に要する費用を補助するというものでございます。松茂町内には１社が対

象となり、耐震診断の実施に着手をいたしましたが、診断に予想以上の期間を要すること

が判明し繰り越したものでございます。診断の結果は、平成２７年１２月末までに公表す

ることとなっております。なお、１０ページに歳入予算、１２ページに歳出予算の事項別

明細を記載いたしておりますので、ご覧をいただきたいと思います。 

 以上で、建設課所管分の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いをいたします。 

○議長【春藤康雄君】  石森下水道課長。 

○下水道課長【石森典彦君】  それでは、報告第３号のうち、下水道課所管事業の繰越

明許費につきましてご説明を申し上げます。引き続き、議案書の８ページになります。上

から７段目をご覧ください。 

 款３０、土木費、項１５、都市計画費、合併処理浄化槽整備事業におきまして１３７

万４千円を平成２７年度に繰り越しをいたしました。繰り越しいたしました財源の内訳は、

平成２６年度に既に国から交付されております既収入特定財源４５万８千円、及び一般財

源９１万６千円でございます。この事業につきましては、循環型社会形成推進交付金が充

当されておりますが、２６年度交付分に当たる事業費９８９万７千円のうち、事業実

績８５２万３千円を上回った事業費１３７万４千円につきまして未契約繰り越しをいたし

たものでございます。なお、事項別明細の歳入につきましては議案書の１０ページに、歳

出につきましては議案書の１２ページに記載いたしておりますので、ご覧ください。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長【春藤康雄君】  小坂水道課長。 
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○水道課長【小坂宜弘君】  それでは、私からは、報告第４号と報告第５号の２件、あ

わせて報告させていただきます。議案書の１３ページをお願いいたします。 

 報告第４号、平成２６年度松茂町水道特別会計予算繰越計算についてでございます。地

方公営企業法第２６条第３項の規定により、平成２６年度松茂町水道特別会計予算繰越計

算について、別紙のとおり報告するというものでございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 繰越計算書でございます。これは、地方公営企業法第２６条第１項により許されており

ます建設改良費の繰り越しでございます。第１款、資本的支出、第１項、建設改良費、事

業名は、空港線西延伸に伴う配水管布設工事でございます。予算計上額４,７５２万円か

ら支払義務発生額１,３７０万円を差し引いた３,３８２万円が翌年度へ繰り越しをするも

のでございます。繰り越しの財源の内訳は、企業債が４,２７０万円、他会計負担金

が１２２万６千円で、過充当となります１,０１０万６千円は損益勘定留保資金で調整を

しております。 

 本工事は、県道徳島空港線西延伸の中喜来地区新設道路の歩道部分に７５㎜から１５０

㎜の配水管を布設するものですが、県道本体工事におきまして、歩道の一部が年度内に完

成に至らず工期が翌年度にわたるため、予算の繰り越しを行うものでございます。なお、

現在、本工事は完了しており、竣工検査を残すのみとなっております。 

 以上が報告第４号でございます。 

 続いて、報告第５号でございます。議案書の１６ページをお願いいたします。 

 報告第５号、平成２６年度松茂町水道特別会計継続費繰越計算について、地方公営企業

法施行令第１８条の２第１項の規定により、平成２６年度松茂町水道特別会計継続費繰越

計算について、別紙のとおり報告するというものでございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 継続費の繰越計算書でございます。第１款、資本的支出、第１項、建設改良費、事業名

は上水道拡張事業第１期でございます。これは、浄水場更新事業で平成２５年から２７年

度の３カ年の継続費をお願いしております。継続費の総額は３億９,６４３万３千円、平

成２６年度の継続費予算現額の合計は、前年度からの繰り越しを含め２億９,１３０万４

千円でございます。平成２６年度中の支払義務発生額はございませんでしたので、そのま

ま２億９,１３０万４千円を翌年度へ繰り越しをするものでございます。 

 繰り越しに係る財源につきましては、国庫補助金が１億６,８６５万４千円、企業債
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が７,３９０万円、損益勘定留保資金が４,８７５万円でございます。本工事は、現在、支

持杭の埋設、及び排水・排泥地の躯体並びに沈殿池下部建屋の建築工事は全て完了してお

り、ろ過器の基礎工事を残すのみとなっております。 

 以上、報告とさせていただきます。 

○議長【春藤康雄君】  石森下水道課長。 

○下水道課長【石森典彦君】  それでは、報告第６号につきましてご説明申し上げます。

議案書の２０ページをお開き願います。 

 報告第６号、専決処分の報告について。地方自治法第１８０条第１項の規定により、別

紙のとおり専決処分をしたので、同条第２項の規定によりこれを報告するというものであ

ります。 

 次の２１ページをお願いいたします。 

 専決第２号、長原地区下水道工事その８変更請負契約締結について。長原地区下水道工

事その８変更請負契約を下記のとおり締結するので、地方自治法第１８０条第１項の規定

により専決処分する。 

 契約の目的、長原地区下水道工事その８。契約の金額、変更前８,１１０万８千円。変

更後７,９６２万５,１６０円。契約の相手方、徳島県板野郡松茂町豊岡字芦田鶴１１３番

地６、大東興業株式会社、代表取締役、松浦惠というものでございます。 

 この工事につきましては、平成２６年６月の本議会におきまして契約議決をいただき執

行いたしました。 

 工事の内容といたしましては、長原南端の地域に開削工法により直径１００㎜か

ら２００㎜の下水道管１,２７１ｍを築造布設し、平成２７年３月２５日に竣工いたして

おります。 

 変更の主な内容といたしましては、個人宅の公共汚水ますの設置箇所の変更に伴い、施

工延長約６５ｍ、並びに家屋事前調査件数が１軒減になったことによるものとなっており

ます。 

 続きまして、議案書の２２ページをお願いいたします。 

 専決第３号、工業団地下水道工事その２変更請負契約締結について。工業団地下水道工

事その２変更請負契約を下記のとおり締結するので、地方自治法第１８０条第１項の規定

により専決処分する。 

 契約の目的、工業団地下水道工事その２。契約の金額、変更前１億１,８５８万４千円。
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変更後１億１,９２０万３,９２０円。契約の相手方、徳島県板野郡松茂町長原１３６番地、

兼子建設株式会社、代表取締役、兼子信之というものでございます。 

 この工事につきましても、平成２６年６月の本議会におきまして契約議決をいただき執

行しいたしました。工事の内容といたしましては、工業団地のサンスター工場前に推進工

法により直径２００㎜から２５０㎜の下水道管５３３ｍを築造布設し、平成２７年３

月２５日に竣工いたしております。 

 変更の主な内容といたしましては、試掘時に埋設構造物が障害となりましたことにより、

推進の法線を動かしたことにより推進延長がふえたことによるものとなっております。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長【春藤康雄君】  これで報告第２号から第６号までの報告を終わります。 

                                         

○議長【春藤康雄君】  続きまして、日程第８、承認第１号「専決処分の承認を求める

ことについて」から、日程第１２、議案第４２号「平成２７年度松茂町水道特別会計補正

予算（第１号）」までの承認１件と議案４件を一括して議題といたします。 

 広瀬町長から発言を求められておりますので、これを許します。 

 広瀬町長。 

○町長【広瀬憲発君】  続きまして、提案理由の説明を申し上げたいと思います。 

 承認第１号、専決処分の承認を求めることにつきましては、地方自治法第１７９条第１

項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第３項の規定により、議会に報告し承

認を求めるものでございます。 

 まず、専決第４号、松茂町税条例等の一部を改正する条例につきましては、地方税法の

改正に伴い、松茂町税条例の関係する条項を改正するものであります。改正の主な内容は、

個人町民税の給付金控除額に係る申告の特例や、軽自動車税の税率の特例を規定するもの

であります。 

 次に、専決第５号、松茂町国民健康保険条例の一部を改正する条例につきましては、国

民健康保険法の一部を改正する法律が平成２７年４月１日から施行されたことに伴い、保

険事業の規定について所要の改正を行うものでございます。 

 次に、専決第６号、松茂町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましては、

国民健康保険法施行令の一部を改正する政令が公布され、平成２７年４月１日から施行さ

れたことに伴い、中間所得層の被保険者の負担に配慮するため国民健康保険税の課税限度
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額を引き上げる見直しと、低所得者の軽減措置対象を拡大するため軽減判定所得を引き上

げる見直し、及び、地方税法の改正に伴い、附則について所要の改正を行うものでござい

ます。 

 次に、専決第７号、子ども・子育て支援法第８７条の規定による過料に関する条例の一

部を改正する条例につきましては、平成２７年３月３１日の官報、特別号外第１１号で子

ども・子育て支援法施行令等の一部を改正する政令が公布されたことに伴い、所要の改正

を行うものであります。 

 次に、専決第８号、平成２６年度松茂町一般会計補正予算（第７号）につきましては、

既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ１億４３１万円を追加し、補正後の予算の総額

を５６億８,４０４万３千円とするものであります。 

 歳入の主なものといたしましては、町税４,７２０万円、地方消費税交付金１,６５８

万１千円、地方交付税４,４７１万２千円、国庫支出金２,１７４万９千円などを増額補正

し、株式等譲渡所得割交付金２,８４７万２千円などを減額補正したものであります。 

 歳出につきましては、平成２６年度における各種事務事業に係る不用額を減額補正する

とともに、歳入増額分と歳出不用額分を合わせて財政調整基金に２億円、生活環境整備基

金に３,７４４万円を積み立てるものでございます。 

 次に、専決第９号、平成２６年度松茂町公共下水道特別会計補正予算（第５号）につき

ましては、既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ１,７３３万５千円を減額し、補正後

の予算の総額を５億２,３３２万７千円とするものであります。 

 歳出につきましては、平成２６年度における各種事務事業に係る不用額を減額補正し、

歳入におきまして、一般会計繰入金２６３万５千円、公共下水道事業債１,４７０万円を

減額補正したものであります。 

 次に、専決第１０号、平成２６年度松茂町水道特別会計補正予算（第４号）につきまし

ては、確定により、資本的収入の既定の総額から１,２５８万７千円を減額し、補正後の

総額を３億６,０３５万２千円とし、資本的支出も同じく、既定の総額から１千万円を減

額し、補正後の総額を４億８,４６０万９千円とするものであります。 

 続きまして、議案第３９号、徳島県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の

減少に伴う徳島県市町村総合事務組合規約の変更につきましては、平成２７年３月３１日

に徳島県市町村総合事務組合を組織する板野郡西部学校給食組合が解散したため、徳島県

市町村総合事務組合規約の一部改正規約を定めることにつき、地方自治法第２９０条の規
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定により、議会の議決を求めるものであります。 

 次に、議案第４０号、平成２７年度松茂町一般会計補正予算（第１号）につきましては、

既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ３６８万１千円を追加し、補正後の予算の総額

を６１億５,５６８万１千円とするものであります。 

 歳入の主なものといたしましては、農業費補助金２８６万円などを増額補正するもので

あります。 

 歳出の主なものといたしましては、経営体育成支援事業補助金２８６万円などを増額補

正するものであります。 

 次に、議案第４１号、平成２７年度松茂町介護保険特別会計補正予算（第１号）につき

ましては、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ２０万円を追加し、補正後の予算の総額

を１０億３,０６５万４千円とするものであります。 

 歳出につきましては、介護保険制度の改正に伴い、システム改修委託料２０万円を増額

補正し、歳入におきましても、一般会計繰越金を同額増額補正するものであります。 

 次に、議案第４２号、平成２７年度松茂町水道特別会計補正予算（第１号）につきまし

ては、上水道拡張第２期事業の継続費の総額、及び平成２８年度の年割額を３,２１５

万３千円を増額補正するものであります。 

 以上、提案理由の説明を終わらせていただきます。 

 なお、ご審議の上、可決決定を賜りますよう、お願いをいたしまして終わらせていただ

きます。 

○議長【春藤康雄君】  町長の提案理由の説明は終わりました。 

 ただいま議題となっております承認１件と議案４件につきましては、６月１２日再開予

定の本会議において総括的な質疑を受けた後、各常任委員会に付託したいと思いますので、

よろしくお願いをいたします。 

                                         

○議長【春藤康雄君】  続きまして、日程第１３、発議第７号「議員派遣の件」を議題

といたします。 

 この発議は、去る６月３日の議会運営委員会において議会運営委員会の発議として提出

することに決定をいただき、このように提出いただいております。議員の派遣につきまし

ては、会議規則第１２２条の規定により議会の議決を求めるもので、平成２７年６月から

平成２８年５月までの議員の派遣を議員派遣一覧表のとおり行い、緊急を要する場合にお
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いて、議長に委任するものです。 

 お諮りをいたします。 

 藤枝議会運営委員長ほか５名から提出されました議員派遣の件は、原案のとおり決定す

ることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【春藤康雄君】  異議なしと認めます。 

 よって、発議第７号「議員派遣の件」は、可決をされました。 

                                         

○議長【春藤康雄君】  以上で、本日の議事日程は全て終了をいたしました。 

 お諮りをいたします。 

 明日６月９日から６月１１日の３日間は、議案調査のため休会したいと思いますが、こ

れにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【春藤康雄君】  異議なしと認めます。 

 よって、明日６月９日から６月１１日の３日間は、休会と決定しました。 

 次回は、６月１２日、午前１０時から再開をいたします。 

 本日は、これで散会をいたします。どうもありがとうございました。 

午前１０時４９分散会  


